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○
生
活
保
護
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
二
十
一
号
）

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
二
十
八
条
第
二
項
、
第
四
十
四
条
第
二
項
及
び
第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
第
二
十
八
条
第
二
項

、
第
五
十
三
条
第
三
項
、
第
七
十
三
条
第
二
項
並
び
に
第
八
十
二
条
の
規
定
に
基
き
、
生
活
保
護
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

第
一
条

削
除

（
申
請
）

第
二
条

法
第
二
十
四
条
第
一
項
又
は
第
五
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
の
保
護
の
開
始
又
は
保
護
の
変
更
の
申
請
は
、
左
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

申
請
者
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所

二

要
保
護
者
の
氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
、
住
所
又
は
居
所
、
職
業
及
び
申
請
者
と
の
関
係

三

保
護
の
開
始
又
は
変
更
を
必
要
と
す
る
事
由

２

法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
の
介
護
扶
助
（
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
居
宅
介
護
又
は
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
に
限
る
。
）
の
申
請
は
、
前
項

の
書
面
に
法
第
十
五
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
居
宅
介
護
支
援
計
画
又
は
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
支
援
計
画
の
写
し
を
添
付
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
九
条
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
つ
て
保
護
を
要
す
る
も
の
が
介
護
扶
助
の
申
請
を
行
う
場
合
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

３

法
第
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
の
葬
祭
扶
助
の
申
請
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一

申
請
者
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所

二

死
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
死
亡
の
年
月
日
、
死
亡
時
の
住
所
又
は
居
所
及
び
葬
祭
を
行
う
者
と
の
関
係

三

葬
祭
を
行
う
た
め
に
必
要
と
す
る
金
額

四

法
第
十
八
条
第
二
項
第
二
号
の
場
合
に
お
い
て
は
、
遺
留
の
金
品
の
状
況

４

保
護
の
実
施
機
関
は
、
第
一
項
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
書
面
の
ほ
か
、
要
保
護
者
の
資
産
の
状
況
を
記
載
し
た
書
面
そ
の
他
の
保
護
の
決
定
に
必
要
な
書
面
の
提
出
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条

削
除

（
立
入
調
査
票
）

第
四
条

法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
つ
て
当
該
職
員
の
携
帯
す
べ
き
証
票
は
、
様
式
第
一
号
に
よ
る
。
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（
設
置
の
届
出
）

第
五
条

法
第
四
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
法
第
四
十
一
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
市
町
村
が
設
置
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
二
号

及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
と
す
る
。

２

市
町
村
は
、
そ
の
区
域
外
に
保
護
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
四
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
際
、
そ
の
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
区
域
の
市
町
村

の
同
意
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

地
方
独
立
行
政
法
人
は
、
法
第
四
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
際
、
そ
の
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
区
域
の
市
町
村
の
意
見
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
認
可
の
申
請
）

第
六
条

法
第
四
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
は
、
そ
の
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
区
域
の
市
町
村
の
意
見
書
を
添
付
し
て
、
そ
の
施
設
の
主
と
し
て
利
用
さ
れ

る
地
域
の
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
廃
止
等
の
報
告
）

第
七
条

市
町
村
又
は
地
方
独
立
行
政
法
人
が
、
そ
の
設
置
し
た
保
護
施
設
を
法
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
廃
止
し
、
又
は
そ
の
事
業
を
縮
小
し
、
若
し
く
は
休
止
し
た
と

き
は
、
そ
の
旨
を
、
速
や
か
に
、
設
置
の
届
出
を
受
理
し
た
都
道
府
県
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
廃
止
等
の
通
知
）

第
八
条

都
道
府
県
が
、
そ
の
区
域
外
に
設
置
し
た
保
護
施
設
を
法
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
廃
止
し
、
又
は
そ
の
事
業
を
休
止
し
た
と
き
は
、
そ
の
保
護
施
設
の
所
在
地

の
都
道
府
県
知
事
及
び
市
町
村
長
に
そ
の
旨
を
、
速
や
か
に
、
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

都
道
府
県
が
、
そ
の
区
域
内
に
設
置
し
た
保
護
施
設
を
法
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
廃
止
し
、
又
は
そ
の
事
業
を
休
止
し
た
と
き
は
、
そ
の
保
護
施
設
の
所
在
地
の
市

町
村
長
に
そ
の
旨
を
、
速
や
か
に
、
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

市
町
村
が
、
そ
の
区
域
外
に
設
置
し
た
保
護
施
設
を
法
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
廃
止
し
、
又
は
そ
の
事
業
を
休
止
し
た
と
き
は
、
そ
の
保
護
施
設
の
所
在
地
の
市
町

村
長
に
そ
の
旨
を
、
速
や
か
に
、
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

地
方
独
立
行
政
法
人
が
、
そ
の
設
置
し
た
保
護
施
設
を
法
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
廃
止
し
、
又
は
そ
の
事
業
を
休
止
し
た
と
き
は
、
そ
の
保
護
施
設
の
所
在
地
の
都

道
府
県
知
事
及
び
市
町
村
長
に
そ
の
旨
を
、
速
や
か
に
、
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
立
入
検
査
票
）

第
九
条

法
第
四
十
四
条
第
二
項
又
は
第
五
十
四
条
第
二
項
（
法
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
つ
て
当
該
職
員
の
携
帯
す
べ
き
証

票
は
、
様
式
第
二
号
に
よ
る
。

（
指
定
の
申
請
）

第
十
条

法
第
四
十
九
条
（
法
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
医
療
機
関
（
国
の
開
設
し
た
医
療
機
関

を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
助
産
師
若
し
く
は
あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
十
七
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号
）
に
規
定
す
る
あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
若
し
く
は
柔
道
整
復
師
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
十
九
号
）
に
規
定
す
る
柔
道
整
復
師
（
以
下
「
施
術
者
」
と
い
う
。
）
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
そ
の
医
療
機
関
又
は
助
産
師
若
し
く
は
施
術
者
の
所
在
地
又
は
住
所
地
（
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
（
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法

律
第
七
十
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
又
は
介
護
保
険
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
（
同
法
第
八
条
第
四

項
に
規
定
す
る
訪
問
看
護
を
行
う
者
に
限
る
。
）
若
し
く
は
同
法
第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
（
同
法
第
八
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る

介
護
予
防
訪
問
看
護
を
行
う
者
に
限
る
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
つ
て
は
、
当
該
申
請
に
係
る
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等
（
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
が
当
該
指
定

に
係
る
訪
問
看
護
事
業
（
以
下
「
指
定
訪
問
看
護
事
業
」
と
い
う
。
）
又
は
当
該
指
定
に
係
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
（
以
下
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
」
と
い
う
。
）
若
し
く

は
当
該
指
定
に
係
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
（
以
下
「
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
」
と
い
う
。
）
を
行
う
事
業
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
所
在
地
）
を
管
轄
す
る
都

道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

病
院
、
診
療
所
又
は
薬
局
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
所
在
地

二

指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等
の
名
称
及
び
所
在
地

三

医
師
又
は
歯
科
医
師
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
氏
名
及
び
住
所

四

助
産
師
又
は
施
術
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
氏
名
及
び
住
所
（
助
産
所
又
は
施
術
所
を
開
設
し
て
い
る
助
産
師
又
は
施
術
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
氏
名
並
び
に
助
産
所
又
は
施

術
所
の
名
称
及
び
所
在
地
）

五

健
康
保
険
法
第
六
十
三
条
第
三
項
第
一
号
若
し
く
は
第
八
十
八
条
第
一
項
又
は
介
護
保
険
法
第
四
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
五
十
三
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
て
い
る
場

合
は
、
そ
の
旨

六

そ
の
他
必
要
な
事
項

２

医
師
、
歯
科
医
師
、
助
産
師
及
び
施
術
者
が
前
項
の
申
請
書
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、
申
請
書
に
免
許
証
の
写
し
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
の
あ
つ
た
も
の
の
中
か
ら
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
十
条
の
二

法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
介
護
機
関
（
国
の
開
設
し
た
介
護
機
関
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
そ
の
介
護
機
関
の
所
在
地
（
そ
の
事
業
と
し
て
居
宅
介
護
を
行
う
者
（
以
下
「
居
宅
介
護
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
当
該
申
請

に
係
る
居
宅
介
護
事
業
（
居
宅
介
護
を
行
う
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
事
業
所
（
以
下
「
居
宅
介
護
事
業
所
」
と
い
う
。
）
の
所
在
地
、
そ
の
事
業
と
し
て
居
宅
介

護
支
援
計
画
を
作
成
す
る
者
（
以
下
「
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
当
該
申
請
に
係
る
居
宅
介
護
支
援
事
業
（
居
宅
介
護
支
援
計
画
を
作
成
す
る
事
業
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
事
業
所
（
以
下
「
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
」
と
い
う
。
）
の
所
在
地
、
特
定
福
祉
用
具
販
売
事
業
者
（
法
第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る

特
定
福
祉
用
具
販
売
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
つ
て
は
、
当
該
申
請
に
係
る
特
定
福
祉
用
具
販
売
事
業
（
介
護
保
険
法
第
八
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
特
定
福
祉
用

具
販
売
を
行
う
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
事
業
所
（
以
下
「
特
定
福
祉
用
具
販
売
事
業
所
」
と
い
う
。
）
の
所
在
地
、
そ
の
事
業
と
し
て
介
護
予
防
を
行
う
者
（
以

下
「
介
護
予
防
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
当
該
申
請
に
係
る
介
護
予
防
事
業
（
介
護
予
防
を
行
う
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
事
業
所
（
以
下
「
介
護
予
防

事
業
所
」
と
い
う
。
）
の
所
在
地
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（
法
第
十
五
条
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
つ
て
は
当
該

申
請
に
係
る
介
護
予
防
支
援
事
業
（
介
護
予
防
支
援
計
画
を
作
成
す
る
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
事
業
所
（
以
下
「
介
護
予
防
支
援
事
業
所
」
と
い
う
。
）
の
所
在

地
、
特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売
事
業
者
（
法
第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
つ
て
は
当
該
申

請
に
係
る
特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売
事
業
（
介
護
保
険
法
第
八
条
の
二
第
十
三
項
に
規
定
す
る
特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売
を
行
う
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行

う
事
業
所
（
以
下
「
特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売
事
業
所
」
と
い
う
。
）
の
所
在
地
）
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
、
介
護
老
人
福
祉
施
設
、
介
護
老
人
保
健
施
設
又
は
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
施
設
の
種
類
並
び
に
名
称
及
び
所
在
地

二

居
宅
介
護
事
業
者
、
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
、
特
定
福
祉
用
具
販
売
事
業
者
、
介
護
予
防
事
業
者
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
又
は
特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売
事
業
者

に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、
当
該
申
請
に
係
る
事
業
を
行
う
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
当
該
申
請
に
係
る
事
業
所
に
お
い
て
行
う
事

業
の
種
類

三

介
護
保
険
法
第
四
十
一
条
第
一
項
、
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
、
第
四
十
六
条
第
一
項
、
第
四
十
八
条
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
三
号
、
第
五
十
三
条
第
一
項
、
第
五
十

四
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
五
十
八
条
第
一
項
の
指
定
又
は
同
法
第
九
十
四
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
旨

四

そ
の
他
必
要
な
事
項

２

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
の
あ
つ
た
も
の
の
中
か
ら
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
保
護
の
実
施
機
関
の
意
見
聴
取
）

第
十
一
条

法
第
四
十
九
条
又
は
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
、
医
療
機
関
、
介
護
機
関
又
は
助
産
師
若
し
く
は
施
術
者
の
指
定
を
す
る
に
当
た
つ

て
は
、
そ
の
医
療
機
関
、
介
護
機
関
又
は
助
産
機
関
若
し
く
は
施
術
者
の
所
在
地
又
は
住
所
地
（
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
に
あ
つ
て
は
第
十
条
第
一
項
の
申
請
に
係
る
訪
問
看

護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等
の
所
在
地
又
は
居
宅
介
護
事
業
者
、
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
、
特
定
福
祉
用
具
販
売
事
業
者
、
介
護
予
防
事
業
者
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
若
し
く
は
特

定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売
事
業
者
に
あ
つ
て
は
前
条
第
一
項
の
申
請
に
係
る
居
宅
介
護
事
業
所
、
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
、
特
定
福
祉
用
具
販
売
事
業
所
、
介
護
予
防
事
業
所

、
介
護
予
防
支
援
事
業
所
若
し
く
は
特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売
事
業
所
の
所
在
地
）
の
保
護
の
実
施
機
関
の
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。

（
指
定
の
告
示
）

第
十
二
条

厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が
法
第
五
十
五
条
の
二
（
同
条
第
一
号
の
場
合
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

指
定
年
月
日

二

病
院
、
診
療
所
若
し
く
は
薬
局
又
は
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
、
介
護
老
人
福
祉
施
設
、
介
護
老
人
保
健
施
設
若
し
く
は
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
あ
つ
て
は
そ
の

名
称
及
び
所
在
地

三

指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
又
は
居
宅
介
護
事
業
者
、
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
、
特
定
福
祉
用
具
販
売
事
業
者
、
介
護
予
防
事
業
者
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
若
し
く
は
特

定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売
事
業
者
に
あ
つ
て
は
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
当
該
指
定
に
係
る
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等
又
は
居
宅
介
護
事
業
所
、

居
宅
介
護
支
援
事
業
所
、
特
定
福
祉
用
具
販
売
事
業
所
、
介
護
予
防
事
業
所
、
介
護
予
防
支
援
事
業
所
若
し
く
は
特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

四

医
師
又
は
歯
科
医
師
に
あ
つ
て
は
そ
の
氏
名
及
び
住
所

五

助
産
師
又
は
施
術
者
に
あ
つ
て
は
そ
の
氏
名
及
び
住
所
（
助
産
所
又
は
施
術
所
を
開
設
し
て
い
る
助
産
師
又
は
施
術
者
に
あ
つ
て
は
そ
の
氏
名
並
び
に
助
産
所
又
は
施
術
所

の
名
称
及
び
所
在
地
）

（
標
示
）

第
十
三
条

指
定
医
療
機
関
、
指
定
介
護
機
関
又
は
指
定
を
受
け
た
助
産
師
若
し
く
は
施
術
者
は
、
様
式
第
三
号
の
標
示
を
、
そ
の
業
務
を
行
う
場
所
の
見
や
す
い
箇
所
に
掲
示
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
変
更
等
の
届
出
）

第
十
四
条

法
第
五
十
条
の
二
（
法
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
及
び
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
事
項
は
、
第
十
二
条
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

２

法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

第
十
二
条
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
変
更
が
あ
つ
た
事
項
及
び
そ
の
年
月
日

二

事
業
を
廃
止
し
、
休
止
し
、
又
は
再
開
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
年
月
日

３

指
定
医
療
機
関
、
指
定
介
護
機
関
又
は
指
定
を
受
け
た
助
産
師
若
し
く
は
施
術
者
（
以
下
「
指
定
医
療
機
関
等
」
と
い
う
。
）
は
、
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五

号
）
第
二
十
四
条
、
第
二
十
八
条
若
し
く
は
第
二
十
九
条
、
健
康
保
険
法
第
九
十
五
条
、
薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
七
十
二
条
第
四
項
若
し
く
は
第
七

十
五
条
第
一
項
、
医
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
歯
科
医
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
七
条
第
一
項
若
し

く
は
第
二
項
、
介
護
保
険
法
第
七
十
七
条
第
一
項
、
第
七
十
八
条
の
九
第
一
項
、
第
八
十
四
条
第
一
項
、
第
九
十
二
条
第
一
項
、
第
百
一
条
、
第
百
二
条
、
第
百
三
条
第
三
項
、

第
百
四
条
第
一
項
、
第
百
十
四
条
第
一
項
、
第
百
十
五
条
の
八
第
一
項
、
第
百
十
五
条
の
十
七
第
一
項
、
第
百
十
五
条
の
二
十
六
第
一
項
若
し
く
は
第
百
十
五
条
の
二
十
九
第
六

項
、
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）
第
十
四
条
第
一
項
、
あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
等
に
関
す
る
法
律
第
九
条
第
一

項
若
し
く
は
第
十
一
条
第
二
項
又
は
柔
道
整
復
師
法
第
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
処
分
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
届
書
に
よ
り
、
十
日
以

内
に
、
法
第
四
十
九
条
又
は
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
指
定
を
し
た
地
方
厚
生
局
長
又
は
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
変
更
等
の
告
示
）

第
十
四
条
の
二

厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が
法
第
五
十
五
条
の
二
（
第
二
号
の
場
合
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
事
項
は
、
第
十
二
条
第
二
号
か
ら
第
五
号

ま
で
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

（
指
定
の
辞
退
）

第
十
五
条

法
第
五
十
一
条
第
一
項
（
法
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
及
び
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
辞
退
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し

た
届
書
を
、
法
第
四
十
九
条
又
は
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
指
定
を
し
た
地
方
厚
生
局
長
又
は
都
道
府
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
辞
退
等
に
関
す
る
告
示
）

第
十
六
条

厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が
法
第
五
十
五
条
の
二
（
第
三
号
及
び
第
四
号
の
場
合
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
事
項
は
、
第
十
二
条
第
二
号
か
ら

第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

（
診
療
報
酬
の
請
求
及
び
支
払
）

第
十
七
条

都
道
府
県
知
事
が
法
第
五
十
三
条
第
一
項
（
法
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
医
療
費
の
審
査
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
場
合
に

お
い
て
は
、
指
定
医
療
機
関
（
医
療
保
護
施
設
を
含
む
。
こ
の
条
に
お
い
て
以
下
同
じ
。
）
は
、
療
養
の
給
付
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す
る
省
令
（
昭

和
五
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
又
は
訪
問
看
護
療
養
費
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す
る
省
令
（
平
成
四
年
厚
生
省
令
第
五
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
当
該
指
定
医
療
機
関
が
行
つ
た
医
療
に
係
る
診
療
報
酬
を
請
求
す
る
も
の
と
す
る
。
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２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
都
道
府
県
、
市
及
び
福
祉
事
務
所
を
設
置
す
る
町
村
は
、
当
該
指
定
医
療
機
関
に
対
し
、
都
道
府
県
知
事
が
当
該
指
定
医
療
機
関
の
所
在
す
る
都
道

府
県
の
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
事
務
所
に
設
け
ら
れ
た
審
査
委
員
会
又
は
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
に
定
め
る
特
別
審

査
委
員
会
の
意
見
を
聴
い
て
決
定
し
た
額
に
基
づ
い
て
、
そ
の
診
療
報
酬
を
支
払
う
も
の
と
す
る
。

（
介
護
の
報
酬
の
請
求
及
び
支
払
）

第
十
八
条

都
道
府
県
知
事
が
法
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
介
護
の
報
酬
の
審
査
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
場
合
に
お

い
て
は
、
指
定
介
護
機
関
は
、
介
護
給
付
費
及
び
公
費
負
担
医
療
等
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
令
第
二
十
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

当
該
指
定
介
護
機
関
が
行
つ
た
介
護
に
係
る
介
護
の
報
酬
を
請
求
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
都
道
府
県
、
市
及
び
福
祉
事
務
所
を
設
置
す
る
町
村
は
、
当
該
指
定
介
護
機
関
に
対
し
、
都
道
府
県
知
事
が
介
護
保
険
法
第
百
七
十
九
条
に
規
定
す

る
介
護
給
付
費
審
査
委
員
会
の
意
見
を
聴
い
て
決
定
し
た
額
に
基
づ
い
て
、
そ
の
介
護
の
報
酬
を
支
払
う
も
の
と
す
る
。

（
保
護
の
変
更
等
の
権
限
）

第
十
九
条

法
第
六
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
保
護
の
実
施
機
関
の
権
限
は
、
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
護
の
実
施
機
関
が
書
面
に
よ
つ
て
行
つ
た
指
導
又
は
指

示
に
、
被
保
護
者
が
従
わ
な
か
つ
た
場
合
で
な
け
れ
ば
行
使
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
十
条

削
除

第
二
十
一
条

削
除

（
遺
留
金
品
の
処
分
）

第
二
十
二
条

保
護
の
実
施
機
関
が
法
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
遺
留
の
物
品
を
売
却
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
競
争
入
札
に
附
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但

し
、
有
価
証
券
及
び
見
積
価
格
千
円
未
満
の
物
品
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
競
争
入
札
に
附
し
て
も
落
札
者
が
な
か
つ
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２

保
護
の
実
施
機
関
が
法
第
七
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
と
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
遺
留
の
金
品
を
保
護
費
に
充
当
し
て
、
な
お
残
余
を
生
じ
た
と
き
は
、
保
護
の
実
施
機

関
は
、
こ
れ
を
保
管
し
、
す
み
や
か
に
、
相
続
財
産
管
理
人
の
選
任
を
家
庭
裁
判
所
に
請
求
し
、
選
任
さ
れ
た
相
続
財
産
管
理
人
に
こ
れ
を
引
き
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
保
管
す
べ
き
物
品
が
滅
失
若
し
く
は
き
損
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
、
又
は
そ
の
保
管
に
不
相
当
の
費
用
若
し
く
は
手
数
を
要
す
る
と
き
は
、
こ
れ
を
売

却
し
、
又
は
棄
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
売
却
し
て
得
た
金
銭
の
取
扱
に
つ
い
て
は
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。

（
権
限
の
委
任
）

第
二
十
三
条

法
第
八
十
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
は
、
地
方
厚
生
局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
大
臣
が
第
一
号
、
第

二
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
権
限
を
自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

一

法
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
権
限

二

法
第
四
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
権
限
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三

法
第
四
十
九
条
に
規
定
す
る
指
定
に
関
す
る
権
限

四

法
第
五
十
条
の
二
（
法
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
権
限

五

法
第
五
十
一
条
第
二
項
（
法
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
権
限

六

法
第
五
十
四
条
第
一
項
（
法
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
権
限

七

法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
に
関
す
る
権
限

八

法
第
五
十
五
条
の
二
に
規
定
す
る
権
限

（
大
都
市
の
特
例
）

第
二
十
四
条

生
活
保
護
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
百
四
十
八
号
）
第
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百

五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
が
生
活
保
護
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
六
条
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ

る
の
は
「
指
定
都
市
の
市
長
」
と
、
第
七
条
中
「
市
町
村
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
」
と
、
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
都
市
の
市
長
」
と
、
第

十
条
（
第
二
項
を
除
く
。
）
か
ら
第
十
二
条
ま
で
及
び
第
十
四
条
（
第
三
項
に
限
る
。
）
か
ら
第
十
八
条
ま
で
の
規
定
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
都
市
の
市
長

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
中
核
市
の
特
例
）

第
二
十
五
条

生
活
保
護
法
施
行
令
第
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
（
以
下
「
中
核
市
」
と
い
う
。
）
が
生
活

保
護
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
六
条
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
中
核
市
の
市
長
」
と
、
第
七
条
中
「
市
町
村
」
と
あ
る
の
は
「
中
核
市
以

外
の
市
町
村
」
と
、
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
中
核
市
の
市
長
」
と
、
第
十
条
（
第
二
項
を
除
く
。
）
か
ら
第
十
二
条
ま
で
及
び
第
十
四
条
（
第
三
項
に
限
る
。
）
か

ら
第
十
八
条
ま
で
の
規
定
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
中
核
市
の
市
長
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
町
村
の
一
部
事
務
組
合
等
）

第
二
十
六
条

町
村
が
一
部
事
務
組
合
又
は
広
域
連
合
を
設
け
て
福
祉
事
務
所
を
設
置
し
た
場
合
に
は
、
こ
の
省
令
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
一
部
事
務
組
合
又
は
広
域
連
合
を

福
祉
事
務
所
を
設
置
す
る
町
村
と
み
な
し
、
そ
の
一
部
事
務
組
合
の
管
理
者
又
は
広
域
連
合
の
長
を
福
祉
事
務
所
を
管
理
す
る
町
村
長
と
み
な
す
。

（
保
護
の
実
施
機
関
が
変
更
し
た
場
合
の
経
過
規
定
）

第
二
十
七
条

町
村
の
福
祉
事
務
所
の
設
置
又
は
廃
止
に
よ
り
保
護
の
実
施
機
関
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
変
更
前
の
保
護
の
実
施

機
関
が
し
た
保
護
に
関
す
る
処
分
は
、
変
更
後
の
保
護
の
実
施
機
関
が
し
た
保
護
に
関
す
る
処
分
と
み
な
す
。
但
し
、
変
更
前
に
行
わ
れ
、
又
は
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
つ
た
保
護

に
関
す
る
費
用
の
支
弁
及
び
負
担
に
つ
い
て
は
、
変
更
が
な
か
つ
た
も
の
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）
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１

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
但
し
、
第
二
十
一
条
の
規
定
は
、
昭
和
二
十
五
年
五
月
一
日
以
降
の
給
付
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
生
活
保
護
法
施
行
規
則
の
廃
止
）

２

生
活
保
護
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
八
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

様
式
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で

（
略
）


